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告告 示示

宮崎県告示第 395号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条（中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための

医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 396号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２（中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定により、指定医療機関から次のとおり廃

止した旨の届出があった。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 397号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための居宅介護を担当させる機関を次のとおり指定した。

指定年月日所 在 地名 称

平成25年5月1日都城市東町３街区16号すみ産婦人科医院

平成25年5月1日都城市早水町4503－16医療法人社団明恵
会 早水公園クリ
ニック

平成25年5月1日都城市天神町19街区21
号

ハートデンタルク
リニック

平成25年5月1日延岡市卸本町１－23出北小児科・内科

平成25年6月1日小林市堤字亀尾原3135
－９

おりた歯科クリニ
ック

平成25年5月1日都城市祝吉町３丁目12
－15

ファン薬局 都城
病院前

廃止年月日所 在 地名 称

平成25年4月30日都城市東町３街区16号すみ産婦人科医院

平成25年4月30日都城市早水町4503－16早水公園クリニッ
ク

平成25年4月30日都城市天神町19街区21
号

ハートデンタルク
リニック
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平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 398号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるも

のとされた場合を含む。）の規定により、介護扶助及び介護支援給

付のための居宅介護支援計画の作成を担当させる機関を次のとおり

指定した。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 399号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14

条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定

により、指定介護機関（居宅介護事業所）から次のとおり変更した

旨の届出があった。

指 定

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成25年

６月１日

東臼杵郡美

郷町南郷区

神門字長堀

1082－1

みかど薬局日向市原町

４丁目１番

13号

株式会社あ

おば

平成25年

４月１日

都城市庄内

町8673番地

短期入所生

活介護 庄

内の里

都城市南横

市町4000番

地

社会福祉法

人常陽社会

福祉事業団

平成25年

５月１日

都城市志比

田町7389番

地

デイサービ

スセンター

志比田の里

都城市志比

田町7389番

地

株式会社都

城ケアサー

ビス

平成25年

５月13日

都城市下長

飯町1568番

地

有限会社千

寿会 わら

べの里デイ

サービスセ

ンター

福岡県嘉麻

市鴨生 222

番地１

有限会社千

寿会

平成25年

５月１日

延岡市土々

呂町５丁目

2378番地

デイサービ

ス花てまり

延岡市高千

穂通４番地

12

有限会社み

やはら介護

保険企画

平成25年

５月１日

日南市大字

星倉5158－

２

三三デイサ

ービス

日南市吾田

西一丁目４

番28号

株式会社三

三

平成25年

５月１日

日南市南郷

町谷之口字

中河原2384

番地５

ヘルパース

テーション

貴崇

日南市南郷

町中村乙18

84番地４

合資会社貴

崇

平成25年

５月１日

日南市南郷

町谷之口字

中河原2384

番地５

デイサービ

ス貴崇

日南市南郷

町中村乙18

84番地４

合資会社貴

崇

平成25年

４月１日

日南市南郷

町中村乙70

51番地 401

訪問介護ふ

きのとう

日南市南郷

町中村乙70

51番地 401

株式会社ふ

きのとう

平成25年

５月２日

日向市原町

三丁目２－

19シティコ

ーポ１－Ａ

訪問介護事

業所えがお

日向市原町

二丁目４番

６号

合同会社ホ

ーム原町

平成25年

５月１日

西都市大字

南方3309番

デイサービ

スのどか

西都市大字

下三財1548

合同会社生

活設計

地４番地

平成25年

６月１日

北諸県郡三

股町稗田40

番地13

デイサービ

スセンター

リハビリ

・らいふ

北諸県郡三

股町大字宮

村2825番地

１

株式会社リ

ハビリ・ら

いふ

平成25年

５月１日

児湯郡都農

町大字川北

16975番地

３

グループホ

ームこころ

み

児湯郡都農

町大字川北

16975番地

３

株式会社耕

智

平成25年

５月１日

児湯郡都農

町大字川北

16975番地

３

ケアホーム

こころみ

児湯郡都農

町大字川北

16975番地

３

株式会社耕

智

指 定

年月日

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成25年

５月20日

都城市広原

町11号６番

地１

居宅介護支

援事業所ル

クール

北諸県郡三

股町大字蓼

池 977番地

４

合同会社Ｔ

Ｍルクール

平成25年

４月１日

日南市南郷

町中村乙70

51番地 401

居宅介護支

援 ふきの

とう

日南市南郷

町中村乙70

51番地 401

株式会社ふ

きのとう

平成25年

５月10日

児湯郡高鍋

町大字蚊口

浦6195番地

６

しゃちんぼ

の濱 居宅

介護支援事

業所

児湯郡高鍋

町大字蚊口

浦6195番地

６

株式会社自

然愛
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平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２ 届出事項

宮崎県告示第 400号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14

条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定

により、指定介護機関（居宅介護支援事業所）から次のとおり変更

した旨の届出があった。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護支援事業所）

２ 届出事項

宮崎県告示第 401号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14

条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定

により、指定介護機関（居宅介護支援事業所）から次のとおり休止

した旨の届出があった。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 402号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び

永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14

条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定

により、指定介護機関（居宅介護事業所）から次のとおり廃止した

旨の届出があった。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 403号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第55条において準用する同

法第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項におい

てその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、医療扶

助及び医療支援給付のための施術を担当させる者を次のとおり指定

した。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 404号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２（中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（

平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定により、指定施術者から次のとおり変更

した旨の届出があった。

平成25年７月１日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

都城市下水流町33

69番地１

ヘルパー

ステーシ

ョン つ

わぶき

都城市早鈴町８街

区16号

合同会社

つわぶき

変 更

年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成25年

４月15日

都城市早鈴町８街区16号都城市下水流町3369番地

１

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所 在 地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

東臼杵郡門川町須

賀崎４丁目48番地

いきいき

会居宅介

護支援事

業所

東臼杵郡門川町須

賀崎４丁目48番地

特定非営

利活動法

人いきい

き会

変 更

年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成25年

５月15日

延岡市下伊形町6069番地東臼杵郡門川町須賀崎４

丁目48番地

休 止

年月日

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成25年

４月15日

都城市下水

流町3369番

地１

居宅介護支

援事業所

つわぶき

都城市下水

流町3369番

地１

合同会社つ

わぶき

廃 止

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成25年

４月８日

東臼杵郡門

川町庵川西

５丁目20番

地

いきいきデ

イサービス

東臼杵郡門

川町須賀崎

４丁目48番

地

特定非営利

活動法人い

きいき会

指定年月日所 在 地名 称

平成25年４月15日児湯郡高鍋町大字北高
鍋1331－３

東 義弘
（まいづる堂）
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宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 届出をした指定施術者の氏名並びに施術所の名称及び所在地

２ 届出事項

宮崎県告示第 405号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成25年７月１日から平成25年７月15日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 406号

宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11

条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更

の届出があった。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）附則第５条第１項

の規定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、

届出書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日

から４月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

プラッセだいわ小林店

小林市大字細野字池の原1976番１

２ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては代表者の氏名

株式会社大和 代表取締役 藤井廣明

鹿児島県薩摩川内市神田町10番12号

３ 変更しようとする事項

大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

（変更前）開店時刻：午前９時30分 閉店時刻：午後８時

（変更後）開店時刻：午前９時 閉店時刻：午後10時

② 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）午前９時から午後８時30分まで

（変更後）午前８時30分から午後10時30分まで

４ 変更する年月日

平成25年６月26日

５ 上記３の変更に係るもの以外の事項

茨 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

株式会社大和 代表取締役 藤井廣明

鹿児島県薩摩川内市神田町10番12号

ダイレックス株式会社 代表取締役 大嶌秀昭

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 930番地

株式会社大創産業 代表取締役 矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東一丁目４番14号

芋 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

6，238㎡

鰯 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

① 駐車場の位置及び収容台数

建物北側（駐車場№１） ７台

建物北東側（駐車場№２） 52台

建物屋上部（駐車場№３） 93台

合計 152台

② 駐輪場の位置及び収容台数

建物西側 13台

③ 荷さばき施設の位置及び面積

建物北東側 64㎡

④ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

建物北東側 32．92逢

允 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

① 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

所 在 地氏名及び施術所の名称

日向市日知屋 16350－４ 都ハイツ 1
01

江藤 健一
（みなと針灸整骨院）

変更年月日

施術所の所在地

変 更 後変 更 前

平成25年５月１日日向市江良町３丁目
52－２

日向市日知屋 16350
－４ 都ハイツ 101

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

901．93．6～

42．0

旧西臼杵郡日

之影町大字

岩井川字小

原 968番７

地先から同

郡同町同大

字字十二町

1039番24地

先まで

向山日

之影線

県道205

264．09．2～

39．6

264．09．2～

39．6

新

変 更

年 月 日

変 更 後変 更 前

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

売りさばき

人の名称

売りさばき

をする場所

平成25年

４月１日

一般社団法

人宮崎県職

員互助会

宮崎市橘通

東２丁目10

番１号 県

庁内

社団法人宮

崎県職員互

助会

宮崎市橘通

東２丁目10

番１号 県

庁内

公公 告告
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２箇所 建物敷地北西側（駐車場№１及び№３）

１箇所 建物敷地北東側（駐車場№２）

② 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後10時まで

６ 届出年月日

平成25年６月18日

７ 届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間

茨 場所

宮崎県商工観光労働部商工政策課、宮崎県西臼杵支庁総務課

、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城

県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務

事務所総務商工センター

芋 期間

平成25年７月１日から平成25年11月１日まで

８ 意見書の提出先及び期間

茨 提出先

宮崎県商工観光労働部商工政策課

芋 期間

平成25年７月１日から平成25年11月１日まで

９ 意見書の記載事項

意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地

域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも

に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売

店舗の名称を日本語により記載すること。

家畜改良増殖法（昭和25年法律第 209号）第16条第２項に規定す

る平成２５年度の家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習

会を次のとおり開催する。

平成25年７月１日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 開催期日

平成25年９月30日（月曜日）から11月１日（金曜日）まで

２ 開催場所

西諸県郡高原町大字広原5066番地 宮崎県畜産試験場

３ 家畜の種類

牛

４ 受講申込手続

茨 受講願書の受付期間

平成25年７月１日（月曜日）から７月17日（水曜日）まで

芋 受講願書の提出先

最寄りの家畜保健衛生所

鰯 受講願書の提出

所定の受講願書に最近３箇月以内撮影の写真（縦５センチメ

ートル、横４センチメートル）２枚を添付して提出すること。

５ 受講手数料

35，000円（受講の際、宮崎県収入証紙により納付すること。）

６ その他

茨 テキストは、社団法人日本家畜人工授精師協会（〒 135－00

41 東京都江東区冬木11番17号イシマビル17階 電話03－5621

－2070 ＦＡＸ03－5621－2077）発行の家畜人工授精講習会テ

キスト（家畜体内受精卵・家畜体外受精卵移植編）を使用する

のであらかじめ準備すること。

芋 この講習会に関する問合せは、最寄りの家畜保健衛生所又は

宮崎県農政水産部家畜防疫対策課（電話0985－26－7139）にす

ること。

宮崎県公営企業告示第２号

宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設条例（平成17

年宮崎県条例第60号）第12条第２項の規定により、一ツ瀬川県民ス

ポーツレクリエーション施設の指定管理者の指定の申請の手続につ

いて次のとおり公表する。

平成25年７月１日

宮崎県企業局長 誕 砂 公 一

１ 指定管理者が管理を行う施設の名称、所在地及び設置目的

茨 名称 一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設

芋 所在地 宮崎県児湯郡新富町大字新田字七俣2591番地

鰯 設置目的 県民の健康増進と福祉の向上に寄与すること

２ 指定期間

平成26年４月１日から平成31年３月31日までとする。ただし、

この期間において、管理を継続することが適当でないと認められ

るときは、指定管理者の指定を取り消すことがある。

３ 指定管理者の業務

茨 施設の利用に関する業務

芋 施設（附属設備を含む。）の維持及び保全に関する業務

鰯 その他施設の運営に関する業務

４ 指定管理者が行う管理の基準

宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設条例第14条

及び宮崎県一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設管理規程

（平成17年企業局企業管理規程第16号）第12条に規定する管理の

基準による。

５ 指定管理者の指定方法

企業局長は、申請のあったものの中から、指定管理者候補者を

選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する。

６ 指定管理者指定の申請に必要な資格

茨 宮崎県内に事業所若しくは事務所を有する、又は設置しよう

とする法人その他の団体（以下「団体」という。）であること

。

芋 法人にあっては、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）

第 167条の４第２項各号のいずれにも該当しない者であること

。

鰯 宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製

造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止

又は指名停止の措置を受けていないこと。

允 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第11項の規

定による指定の取消しを受けた事実がある者にあっては、当該

処分の日から起算して２年を経過している者であること。

印 会社更生法（平成14年法律第 154号）の規定に基づく更生手

続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第 225号）の

規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては

、当該申立てに基づく更生手続開始の決定又は再生手続開始の

決定を受けていること。

咽 団体の役員に破産者、法律行為を行う能力を有しない者又は

禁錮以上の刑に処せられている者がいないこと。

員 団体の役員又は経営に事実上参加している者に、暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団の関係者又はその暴力団の関係

企業局公営企業告企業局公営企業告示示
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者と密接な関係を有する者がいないこと。

因 国税及び地方税の滞納がないこと。

７ 指定管理者候補者の選定に係る選定基準

茨 住民の平等な利用が確保されること。

芋 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するも

のであること。

鰯 事業計画書の内容が、管理運営に係る経費の縮減を図るもの

であること。

允 事業計画書の内容を確実に実施するために必要な経理的基礎

及び管理運営に関する能力を有するものであること。

印 事業計画書の内容が、地域への貢献及び地域との連携を考慮

したものであること。

８ 指定管理者候補者の選定方法

提出された指定管理者指定申請書及び一ツ瀬川県民スポーツレ

クリエーション施設指定管理者募集要領（以下「募集要領」とい

う。）で定める書類等により申請資格の審査を行った上で、別に

設置する一ツ瀬川県民スポーツレクリエーション施設指定管理者

候補者選定委員会が審査を行い、指定管理者候補者を選定する。

９ 募集要領の配布場所及び請求先並びに配布期間

茨 配布場所及び請求先 宮崎県企業局総務課経営企画担当 宮

崎県宮崎市旭１丁目２番２号 郵便番号 880－0803 電話番号

0985（26）9759

芋 配布期間 平成25年７月１日から平成25年８月30日まで（土

曜日、日曜日及び祝日を除く。）の午前８時30分から午後５時

15分まで

10 指定管理者指定申請書等の提出方法及び提出期間

茨 提出方法 指定管理者指定申請書に募集要領で定める書類を

添付し、提出先に持参又は送付（郵便にあっては、書留郵便に

限り、提出期間内に必着のこと。）により提出すること。

芋 提出期間 平成25年８月１日から平成25年８月30日まで（土

曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分ま

で

11 指定管理者指定申請書等の提出先及び問い合わせ先

宮崎県企業局総務課経営企画担当 宮崎県宮崎市旭１丁目２番

２号 郵便番号 880－0803 電話番号0985（26）9759

12 その他

この募集に関する詳細は、募集要領による。

宮崎県選挙管理委員会告示第22号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項及び第75条第１

項に規定する選挙権を有する者の総数の50分の１の数並びに同法第

76条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第 162号）第８条第１項

に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40

万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の

１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得

た数、その総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える

数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成25年６

月17日現在次のとおりである。

平成25年７月１日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

選挙権を有する者の総数の50分の１の数 18，569人

選挙権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え

80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じ

て得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、そ

の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分

の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数） 216，052人

宮崎県選挙管理委員会告示第23号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項に規定する選挙

権を有する者の総数の３分の１の数（その総数が40万を超え80万以

下の場合にあっては、その40万を超える数に６分の１を乗じて得た

数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数

が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に８分の１を

乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を

乗じて得た数とを合算して得た数）は、平成25年６月17日現在次の

とおりである。

平成25年７月１日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

東臼杵郡選挙区 8，345人

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

雑雑 報報
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